
令和６年第１２回宇佐市教育委員会会議録 

 

 令和６年１１月２１日午後２時００分、宇佐市教育委員会を２８会議室に招集した会議

は次のとおりです。 

 

・出席委員   教 育 長       川島 数志 

      教育長職務代理者    佐藤 修水 

          委 員         德光 優子 

委 員         小野 裕美子    

委 員         古里 万里子 

 

・欠席委員  なし 

 

・説明のため会議に出席した職員 

教育次長兼社会教育課長    〆野 勝教 

教育総務課長         西田 洋子 

学校教育課長         三浦 圭二    

        図書館長           松壽 敬 

       学校給食課長         向 英子 

・本会議の書記 

       教育総務課教育総務係課長補佐（総括）時枝 知美 

 

◎附議事項 

議第８３号 令和６年度教育費一般会計補正予算（第５号）（案）について（各 課）        

議第８４号 工事請負契約の変更について           （教育総務課） 

議第８５号 宇佐市招致外国青年就業規則の一部を改正する規則 （学校教育課） 

議第８６号 宇佐市立中学校生徒自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付要綱 

の一部改正について               （学校教育課） 

議第８７号 小規模特認校就学申請について          （学校教育課） 

議第８８号 指定校変更について                            （学校教育課） 

議第８９号 宇佐市文化財調査委員会への諮問について     （社会教育課） 

 

◎報告事項 

（１）１２月の行事等の予定について                    （ 各 課 ） 

◎協議事項 

（１）小学校の適正規模適正配置について 



 

（開会 午後２時００分） 
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学校教育課長 

 令和６年第１２回宇佐市教育委員会の開会を告げる。 

（令和６年第１１回の会議録を読み上げる） 

令和６年第１１回の会議録を各委員に諮り承認される。 

議第８３号令和６年度教育費一般会計補正予算（第５号）（案）

について、各課に説明を求める。 

(詳細は議案に記載) 

何か質問はありませんか。 

公民館や図書館は、光熱水費を増額補正されていますが、学校施

設はどうですか。 

教育総務課、お願いします。 

今のところ当初予算で足りる見込みですが、冬の寒波が大きく影

響しますので今後も注視していきます。 

わかりました。 

電気代高騰分の国の補助金がなくなったこと。また、今年はとて

も暑かったので図書館や公民館は、暑さから避難するためのクー

リングシェルターとして冷房を常時つけるよう要請がございま

す。そういったものも影響してると思います。 

他に質問はありませんか。 

プールのろ過装置の修理は、今後も必要な学校があるのですか。 

そうですね。ろ過装置の修理もありますし、プール全体の長寿命

化改修が進んでいない状況で修繕を繰り返している状況です。 

今後ますます老朽化が進み修繕が増えてくると考えています。 

他に質問はありませんか。 

異議なし。 

それでは、議第８３号令和６年度教育費一般会計補正予算（第５

号）（案）については承認とし、次に議第８４号工事請負契約の

変更について、教育総務課に説明を求める。 

議第８４号工事請負契約の変更について、ご説明します。 

（別紙資料に記載） 

何か質問はありませんか。 

異議なし。 

それでは、議第８４号工事請負契約の変更については承認とし、

次に議第８５号宇佐市招致外国青年就業規則の一部を改正する

規則について、学校教育課に説明を求める。 

議第８５号宇佐市招致外国青年就業規則の一部を改正する規則
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について、ご説明します。 

（別紙資料に記載） 

何か質問はありませんか。 

異議なし。 

それでは、議第８５号宇佐市招致外国青年就業規則の一部を改正

する規則については承認とし、次に議第８６号宇佐市立中学校生

徒自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付要綱の一部改正に

ついて、学校教育課に説明を求める。 

議第８６号宇佐市立中学校生徒自転車通学用ヘルメット購入費

補助金交付要綱の一部改正について、ご説明します。 

何か質問はありませんか。 

異議なし。 

議第８６号宇佐市立中学校生徒自転車通学用ヘルメット購入費

補助金交付要綱の一部改正については承認とし、次に議第８７号

小規模特認校就学申請について、学校教育課に説明を求める。 

議第８７号小規模特認校就学申請について、ご説明します。 

（詳細は議案に記載） 

何か質問はありませんか。 

３番目の申請理由は、指定校と西馬城小とどう違うのか。 

保護者が小規模特認校制度を知り、実際に学校で活動を体験して

通わせたいと思われたようです。 

どちらの学校にも行ってみたのですか。 

どちらの学校にも行って話を聞いて決めたと聞きました。 

今は指定校に通っていないのですか。 

今はまだ転居前の学校に通っています。 

特認校に通った場合、保護者の協力体制はどうですか。 

申請前に必ず校長先生と保護者が面談を行い、学校運営や保護者

の活動に対する協力体制についても特に問題ないと確認をして

いただいております。 

他に質問はありませんか。 

保護者の願いが申請書に書いてる「小規模の環境での就学が子供

の将来にとって有益」となると、現状のすべての小規模校が対象

になると思いますが、何が西馬城小の決めてになったのですか。 

西馬城小の学校公開を見学したときに、太鼓の演奏などに感動し

てこの学校に行ってみたいという本人の意向も強かったと保護

者面談の中で言われていました。 

西馬城小の印象が良かったということですね。学校が色々と特色

を持っていないと選ばれないということですね。 



意思形成途中のため、意見等は要点のみ記載する。 
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他に質問はありませんか 

異議なし。 

ないようですので、議第８７号小規模特認校就学申請については

承認とし、次に議第８８号指定校変更について、学校教育課に説

明を求める。 

議第８８号指定校変更について、ご説明します。なお、１番は、

指定校に通うということで保護者が取下げました。 

（別紙資料に記載） 

何か質問はありませんか。 

監督者不在の申請理由ですが、指定校の校区に面倒を見る親戚等

は住んでいないのですね。 

他に住んでいないということです。 

他にご質問等はありませんか。 

異議なし。 

それでは、議第８８号指定校変更については承認とし、次に議第

８９号宇佐市文化財調査委員会への諮問について、社会教育課に

説明を求める。 

議第８９号宇佐市文化財調査委員会への諮問について、ご説明し

ます。 

（別紙資料に記載） 

何か質問はありませんか。 

異議なし。 

議第８９号宇佐市文化財調査委員会への諮問については承認と

します。次に報告第１項１２月の行事等の予定について、各課に

報告を求める。 

（詳細は議案に記載） 

何か質問はありませんか。ないようですので、次に協議事項第１

項学校の適正規模適正配置について協議する。 

教育総務課より「教育を語る会」の報告をする。 

 

 

 

・小規模校の問題は、地域づくりと切り離して考えることはで

きない。 

・地域づくりを担当している市長部局と連携して考える必要

もある。 

・少子化人口減少が加速する中、地域の方や未就学児を含めた

保護者の意見をよく聞いて、総合的に判断すべき。 
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本件については、今後も継続して協議することとします。 

その他ありませんか。ないようですので、次回教育委員会の日程

について 

次回教育委員会の日程について、１２月２０日午前１０時から３

４会議室で如何でしょうか。 

１２月２０日午前１０時からでよろしいでしょうか。 

各委員に諮り確認のうえ、第１２回定例教育委員会の閉会を告げ

る。 

（閉会 午後４時１０分） 

 

 

 

上記のとおり、会議次第の記録に相違ないことを証明する。 


